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坂出市雨水貯留施設設置・改造補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，降雨時における雨水の流出を抑制することにより河川の負担の軽減等を図る

とともに，雨水の有効利用および浄化槽の再利用を推進し，水資源および環境の保全を図り，も

って本市が目指す節水型まちづくりに資することを目的として，雨水貯留施設を新設する者およ

び公共下水道等を使用し，または新しく浄化槽を設置することにより不要になった浄化槽を雨水

貯留施設に改造する者に対し，その費用の一部を補助することについて，坂出市補助金等交付規

則（平成 12年坂出市規則第 33号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 浄化槽 浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）第２条第１号に規定する浄化槽で，同法第５

条の規定により当該浄化槽の工事に着手することができるものまたは建築基準法（昭和 25 年

法律第 201号）第６条第１項の規定による確認を受けたものをいう。 

(２)  既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律（平成 12 年法律第 106 号）附則第

２条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。 

(３) 雨水貯留施設 敷地内に降った雨水を貯留する施設で，次に掲げる条件を満たすものをい

う。 

ア 貯水槽の容量が 100リットル以上であること。 

イ 固定して設置されていること。 

ウ 雨どい等に接続し，給排水のための配管その他の設備を備えていること。 

エ 内部の清掃が可能な構造であること。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は，次の各号のいずれにも該当し，かつ，本市の市

税を滞納していない者とする。 

(１) 事故の居住を目的とした住宅（延べ床面積の２分の１以上を居住の目的とした小規模店舗

併用住宅を含む。）を市内に有すること。 

(２) 前号の住宅敷地内に，雨水貯留施設を新たに設置するための工事（以下「設置工事」とい

う。）または不要になった浄化槽もしくは既存単独処理浄化槽を雨水貯留施設に転用するため

の改造の工事（以下「改造工事」という。）の費用を自ら負担して行う者 

（補助対象経費） 
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第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，次の各号に掲げる工

事の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める経費とする。ただし，設置工事または改造工事をし

ようとする敷地内に，すでに補助金の交付を受けて設置または改造をした雨水貯留施設があると

きは，当該設置工事または改造工事に要する経費は，補助対象経費としないものとする。 

(１) 設置工事 雨水貯留施設（本体，付属品および第２条第２号ウの配管その他の設備を含

む。）の購入経費および設置に必要な経費とする。 

(２) 改造工事 浄化槽または既存単独処理浄化槽を雨水貯留施設に転用するための工事に必要

な経費とする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は，補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とし，５万円を限度とする。ただ

し，市域のうち下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第４条第１項または同法第 25 条の３第１項

の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域以外の地域にあっては，浄化槽の設置に伴い

使用を廃止する既存単独処理浄化槽の改造工事に係る補助金の額は，補助対象経費の額とし，９

万円を限度とする。 

２ 補助金の額に 1,000円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，雨水貯留施設設置・改

造補助金交付申請書（様式第１号）に，次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 位置図・平面図 

(２) 構造詳細図 

(３) 工事等費用見積書の写し 

(４) 本市の市税の完納証明書または不添付理由書 

(５) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第７条 市長は，前条の規定による申請を受けたときは，その内容を審査し，補助金の交付の適否

を決定し，雨水貯留施設設置・改造補助金交付決定通知書（様式第２号）または雨水貯留施設設

置・改造補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知しなければならない。 

（完了届等の提出および完了検査） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助対象者」という。）は，設置

工事または改造工事が完了したときは，その完了した日から起算して１か月以内または当該年度
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の３月３１日のいずれか早い日までに，雨水貯留施設設置・改造工事完了届（様式第４号）に，

次に掲げる書類を添えて市長に提出し，当該設置工事の完了検査を受けなければならない。 

(１) 工事等費用の領収書 

(２) 設置工事または改造工事の写真 

(３) 住民票の写し 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は，前条第２項の規定による書類の提出を受けた後，雨水貯留施設設置・改造補助金

交付確定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第 10 条 補助対象者は，補助金の交付を受けようとするときは，雨水貯留施設設置・改造補助金

交付請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の請求書の提出を受けたときは，速やかに補助対象者に補助金を交付するものと

する。 

（維持管理） 

第 11 条 補助対象者は，設置・改造した雨水貯留施設を定期的に清掃および点検する等，これを

適正に維持管理するよう努めなければならない。 

（補助金の返還） 

第 12 条 市長は，補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交付の決定の全

部または一部を取り消し，すでに交付した補助金があるときは，期限を定めてその全部または一

部の返還を命ずることができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を申請の目的以外に使用したとき。 

(３) 前２号に定めるもののほか，市長の指示に従わなかったとき。 

（委任） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 


